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(57)【要約】
【課題】ＩＣチップの良、不良をより高精度に判定する
ことができるようにした半導体装置の検査方法を提供す
る。
【解決手段】ＩＣチップ内の配線について断線不良を検
出する配線検査工程、を含み、この配線検査工程は、被
検査部を含む回路について機能試験を開始して、被検査
部を電荷が供給される状態に設定する工程と、電荷が供
給された被検査部に光を照射する工程と、被検査部に光
を一定時間照射した後で、機能試験の結果を出力させる
工程と、を有する（ステップ（Ｓ）３～７）。このよう
な方法によれば、被検査部に光を照射しない場合と比べ
て、断線に起因した動作不良を起こし易くすることがで
き、断線不良の検出感度を高めることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＣチップ内の配線について断線不良を検出する配線検査工程、を含み、
　前記配線検査工程は、
　前記配線のうちの被検査部を含む回路について機能試験を開始して、前記被検査部を電
荷が供給される状態に設定する工程と、
　電荷が供給された前記被検査部に光を照射する工程と、
　前記被検査部に光を一定時間照射した後で、前記機能試験の結果を出力させる工程と、
を有することを特徴とする半導体装置の検査方法。
【請求項２】
　前記機能試験の結果を出力させる工程は、前記被検査部に光を照射しながら行うことを
特徴とする請求項１に記載の半導体装置の検査方法。
【請求項３】
　前記ＩＣチップが誤作動しないように前記光の照度を調整することを特徴とする請求項
１又は請求項２に記載の半導体装置の検査方法。
【請求項４】
　前記ＩＣチップ内の回路について電気的試験を行う回路検査工程、をさらに含み、
　前記回路検査工程では、前記ＩＣチップに光を照射しないことを特徴とする請求項１か
ら請求項３の何れか一項に記載の半導体装置の検査方法。
【請求項５】
　ＩＣチップ内のトランジスタを含む回路についてリーク電流不良を検出する検査工程、
を含み、
　前記検査工程では、前記トランジスタに光を照射しながらリーク電流値を測定すること
を特徴とする半導体装置の検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の検査方法に関し、特に、ＩＣチップの良、不良をより高精度に
判定することを可能とした技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）の製造プロセスにおいて、多数のＩＣ
チップが形成されたウエーハに対し、個々のＩＣチップについて電気的特性の検査を行い
、不良品をスクリーニングすることが行われている。このような検査は、プローブ検査と
も呼ばれており、通常、ＩＣチップに対して光を遮断した状態で行われる。
　一方で、メモリ、サーマルドライバ等を備えたＩＣチップの電気的特性は、外部からの
光の照射によって変化するものがあり、この種の電気的特性の検査に関しては、ＩＣチッ
プに光を照射した状態で行う場合がある。その場合は、特許文献１、２に開示されている
ように、光源内臓プローブカードや、光源ガイド付きプローブカード等を使用することが
できる。
【特許文献１】特開２００１－４６６１号公報
【特許文献２】特開２００１－７１６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、ＩＣチップ内にはトランジスタ等の素子同士を繋ぐアルミニウム（Ａｌ）配
線が多数形成されている。ＩＣチップ内において、Ａｌ配線が断線している場合は、プロ
ーブ検査において不良品と判定される。しかしながら、Ａｌ配線の断線部又はその近傍に
寄生容量が生じている場合は、この寄生容量に電荷がチャージされることがあり、チャー
ジされた電荷等がＡｌ配線に影響を及ぼして、ＩＣチップを正常に動作させてしまうこと
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があった。このような場合、ＩＣチップを誤って良品と判定してしまう可能性があった。
　そこで、本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、ＩＣチップの良、不
良をより高精度に判定することができるようにした半導体装置の検査方法の提供を目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　〔発明１～４〕　上記目的を達成するために、発明１の半導体装置の検査方法は、ＩＣ
チップ内の配線について断線不良を検出する配線検査工程、を含み、前記配線検査工程は
、前記配線のうちの被検査部を含む回路について機能試験を開始して、前記被検査部を電
荷が供給される状態に設定する工程と、電荷が供給された前記被検査部に光を照射する工
程と、前記被検査部に光を一定時間照射した後で、前記機能試験の結果を出力させる工程
と、を有することを特徴とするものである。ここで、「光」としては、可視光や紫外線、
赤外線などを使用することができる。
【０００５】
　発明２の半導体装置の検査方法は、発明１の半導体装置の検査方法において、前記機能
試験の結果を出力させる工程は、前記被検査部に光を照射しながら行うことを特徴とする
ものである。
　発明３の半導体装置の検査方法は、発明１又は発明２の半導体装置の検査方法において
、前記ＩＣチップが誤作動しないように前記光の照度を調整することを特徴とするもので
ある。
　発明４の半導体装置の検査方法は、発明１から発明３の何れか一の半導体装置の検査方
法において、前記ＩＣチップ内の回路について電気的試験を行う回路検査工程、をさらに
含み、前記回路検査工程では、前記ＩＣチップに光を照射しないことを特徴とするもので
ある。ここで、「電気的試験」とは、例えば、機能試験、回路の直流（ＤＣ）特性を調べ
るＤＣ試験、又は、回路の交流（ＡＣ）特性を調べるＡＣ試験等である。
【０００６】
　発明１～４の半導体装置の検査方法によれば、被検査部に光を照射しない場合と比べて
、断線に起因した動作不良を起こし易くすることができ、断線不良の検出感度を高めるこ
とができる。これにより、ＩＣチップの良、不良をより高精度に判定することができる。
　また、特に、発明４の半導体装置の製造方法によれば、ＩＣチップを遮光することによ
り、ＩＣチップの電気的な状態を安定化させることができる。従って、回路検査工程にお
いて、各試験の精度を高めることができる。
【０００７】
　〔発明５〕　発明５の半導体装置の検査方法は、ＩＣチップ内のトランジスタを含む回
路についてリーク電流不良を検出する検査工程、を含み、前記検査工程では、前記トラン
ジスタに光を照射しながらリーク電流値を測定することを特徴とするものである。
　このような検査方法によれば、トランジスタに光を照射しない場合と比べて、リーク電
流値を大きくすることができ、リーク電流不良の検出感度を高めることができる。これに
より、ＩＣチップの良、不良をより高精度に判定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明する
各図において、同一の構成を有する部分には同一の符号を付し、その重複する説明は省略
する。
　（１）第１実施形態
　図１は、本発明の実施形態に係る検査装置１０の構成例を示す概念図である。ここでは
、まず始めに、検査装置１０の概要について説明し、次に、この検査装置１０を用いてＩ
Ｃチップを検査する方法について説明する。
　図１に示すように、この検査装置１０は、ウエーハＷ上に形成されたＩＣチップのパッ
ド電極に探針（以下、プローブ針ともいう。）を接触させて、ＩＣチップの電気的特性や
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機能等を試験するための装置である。この検査装置１０は、例えば、ステージ１と、プロ
ーブカード３と、パフォーマンスボード５と、ヘッド７と、テスタ９と、を含んで構成さ
れている。これらの中で、ステージ１は、ウエーハＷを支持すると共に、支持したウエー
ハＷを水平方向（即ち、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向）と、垂直方向（即ち、Ｚ軸方向）に移動さ
せるものである。
【０００９】
　また、プローブカード３は、平面視で円盤形状の基板を有し、この基板の中央部には平
面視で円形の貫通穴が設けられている。ここで、プローブカード３が有する基板の貫通穴
の周囲には複数のプローブ針が取付けられており、これらプローブ針の先端は貫通穴の下
方（即ち、ステージ１の方向）に向かって延びている。また、基板の上面には例えば発光
ダイオードが取付けられている。この発光ダイオードは、そのリード（足）が基板に半田
付けされており、その発光部は上記貫通穴の周囲に配置されている。そして、この発光部
が発光することにより、貫通穴の下方を均一な照度の光で照らすことができるようになっ
ている。このようなプローブカード３は、例えばパフォーマンスボード５を介してヘッド
７に装着されている。
【００１０】
　ヘッド７は、例えば、テスタ９からの制御信号を受けて、プローブカード３に電気的試
験を行うための信号を入出力させたり、電源電圧等を供給したりするための装置である。
また、このヘッド７は、例えば、ＩＣチップとプローブ針との位置合わせを行うための装
置でもある。一方、テスタ９は、例えばコンピュータを内蔵している。このコンピュータ
がプログラムを実行することにより、テスタ９からヘッド７に制御信号が送信され、ＩＣ
チップの電気的特性（例えば、直流（ＤＣ）、交流（ＡＣ）特性など）や機能等が測定さ
れる。次に、この検査装置１０を用いてＩＣチップを検査する方法について説明する。
【００１１】
　図２は、本発明の第１実施形態に係るＩＣチップの検査方法を示すフローチャートであ
る。ここでは、図２のステップ（Ｓ）１、２で、ＩＣチップについて通常の検査（即ち、
回路検査工程）を行い、その後、図２のステップ（Ｓ）３～８で、ＩＣチップ内に含まれ
る配線の検査（即ち、配線検査工程）を行う。
　まず始めに、図２のステップ（Ｓ）１では、検査装置１０のステージ１上にウエーハＷ
を固定した状態で、発光ダイオード（ＬＥＤ）が発光していないことを確認する。
　次に、図２のステップ（Ｓ）２では、例えば、ＩＣチップに含まれる順序論理回路（ｓ
ｅｑｕｅｎｃｉａｌ　ｌｏｇｉｃ）等の機能を調べる機能試験や、ＩＣチップに含まれる
アナログ回路等のＤＣ特性を調べるＤＣ試験、ＡＣ特性を調べるＡＣ試験を行う。ここで
は、ＩＣチップを遮光することにより、ＩＣチップの電気的な状態を安定化させることが
できるので、ＩＣチップ内の回路について、各試験の精度を高めることができる。
【００１２】
　次に、図２のステップ（Ｓ）３では、発光ダイオードに電源を供給して発光させ、プロ
ーブカード３下のＩＣチップに光を照射する。ここでは、ＩＣチップの回路形成面（即ち
、主面）の全域に光を均一に照射する。また、光の照射によりＩＣチップが誤作動しない
ように、光の照度を調整しておく。
　次に、図２のステップ（Ｓ）４では、発光ダイオード（ＬＥＤ）が発光していることを
確認する。そして、図２のステップ（Ｓ）５では、機能試験１（状態設定）を行う。ここ
で、機能試験１（状態設定）の一例について、具体的に説明する。
【００１３】
　即ち、ＩＣチップ内には通常、配線が複数の層に亘って多数形成されている。その中に
は、平面視で一方向に真っ直ぐに伸びている直線状の配線もあれば、折れ曲がっている配
線もあり、さらに、凹凸の激しい下地絶縁膜上に形成されている配線もある。このような
配線の全てについて断線検査を行うことは、技術的には可能であるが、量産ラインにおい
てコスト等を考えると現実的ではない。そこで、この実施形態では、ＩＣチップに形成さ
れた多数の配線の中でも、配線の形状や下地の凹凸、又は過去に得られた知見等から、特
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に断線し易い箇所を１箇所、又は複数箇所想定し、この想定した箇所について、断線不良
の検出を行う。
【００１４】
　例えば、図３に示すように、ＩＣチップ２０内で断線し易い箇所（即ち、寄生容量が生
じ易い箇所）を想定し、この想定した箇所を被検査部２１とする。そして、この被検査部
を含む回路２３を動作させて、断線不良を検出できるような状態に移行させる。例えば、
被検査部２１を含む回路２３が順序論理回路である場合は、この順序論理回路２３につい
て機能試験を開始して、被検査部２１に電荷が供給される状態（例えば、電源電圧に接続
される状態）に設定する。このとき、被検査部２１に寄生容量が生じていれば、寄生容量
に電荷がチャージされることになる。
【００１５】
　次に、図２のステップ（Ｓ）６では、被検査部２１に光が照射されている状態を一定時
間保持する。ここで、一定時間とは例えば１０ｍｓｅｃである。このように、被検査部２
１に光を照射した状態を一定時間保持することにより、被検査部２１に寄生容量が生じて
電荷がチャージされている場合でも、これらの電荷を短時間の間にディスチャージするこ
とができる。なお、このステップ（Ｓ）６では、被検査部２１に光を照射すると共に、被
検査部２１に印加される電圧条件（例えば、電圧値や周波数）、温度条件等を変更しても
良い。これにより、電荷のディスチャージをさらに促すことも可能である。
　次に、図２のステップ（Ｓ）７では、例えばＩＣチップ２０の入力端子２５、２７に信
号を入力して、機能試験２（状態確認）を行う。これにより、機能試験の結果がＩＣチッ
プ２０の出力端子２９に伝えられる。その後、図２のステップ（Ｓ）８で発光ダイオード
による発光を止め、検査工程を終了する。
【００１６】
　図４は、被検査部を含む回路の動作例を示すタイミングチャートである。図４において
、「入力１」は例えば図３の入力端子２５に入力される信号を示し、「入力２」は例えば
図３の入力端子２７に入力される信号を示し、「出力１」は例えば図３の出力端子２９か
ら出力される信号を示す。
　図４に示すように、機能試験１（状態設定）は、例えば試験を開始してから「入力１が
Ｈ（Ｈｉｇｈ）、入力２がＨ」となるまでの間に行われる。また、待機（状態保持）は、
例えば「入力１がＨ、入力２がＨ」となってから「入力１がＬ（Ｌｏｗ）、入力２がＨ」
となるまでの間、連続して行われる。そして、この後で、機能試験２（状態確認）が行わ
れ、出力１が出力される。この出力１は、例えば図３の出力端子２９を介してプローブ針
に伝えられ、この出力１の値に基づいて断線不良の有無を判定する。この判定は、例えば
図１に示したテスタ９が行う。
【００１７】
　なお、図４に示す出力１の波形は、例えば配線不良が検出されなかった場合を示してい
る。配線不良が検出された場合は、機能試験２（状態確認）で出力１の波形がＬのままと
なる。これは、光の照射によって寄生容量がディスチャージされているため、断線箇所か
ら先に信号が伝わらないからである。
　このように、本発明の第１実施形態によれば、被検査部２１に断線不良が存在し、寄生
容量が生じている場合であっても、被検査部２１に光を照射することにより、寄生容量か
ら電荷を効率良くディスチャージすることができる。従って、断線不良の検出感度が高い
。
【００１８】
　即ち、被検査部２１に光を照射しなくても電荷のディスチャージは可能であるが、その
場合は、ディスチャージの効率が悪い。例えば、光を照射しない場合は、電圧条件や温度
条件を変えても電荷のディスチャージに１００ｍｓｅｃ程度は要する。このため、プロー
ブ検査において、ディスチャージが不十分となり易く、断線不良の検出感度が低い。
　これに対して、本発明の第１実施形態によれば、電荷のディスチャージを例えば１０ｍ
ｓｅｃ程度で完了させることができる。つまり、光を照射しない場合と比べて、待機（状
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ることができ、断線不良の検出感度を高めることができる。これにより、ＩＣチップ２０
の良、不良をより高精度に判定することができる。
【００１９】
（２）第２実施形態
　上記の第１実施形態では、ＩＣチップ２０に光を照射しながら機能試験をすることで、
断線不良を検出する場合について説明した。しかしながら、本発明はこれに限られること
は無い。例えば、図１に示した検査装置１０を用いて、ＩＣチップに光を照射しながら、
ＩＤＤＱ試験（即ち、静止状態の電源電流を測定する試験）を行っても良い。これにより
、例えば、図５に示すようなＣＭＯＳ回路３０において、ｎＭＯＳトランジスタ３１のリ
ーク不良を感度良く検出することができる。
【００２０】
　図６は、本発明の第２実施形態に係るＩＣチップの検査方法を示すフローチャートであ
る。まず始めに、図６のステップ（Ｓ´）１では、検査装置１０のステージ１上にウエー
ハＷを固定する。また、この状態で、発光ダイオード（ＬＥＤ）に電源を供給して発光さ
せ、プローブカード３下のＩＣチップに光を照射する。ここでは、ＩＣチップの回路形成
面（即ち、主面）の全域に光を均一に照射する。また、光の照射によりＩＣチップが誤作
動しないように、光の照度を調整しておく。次に、図６のステップ（Ｓ´）２では、発光
ダイオード（ＬＥＤ）が発光していることを確認する。
【００２１】
　そして、図６のステップ（Ｓ´）３では、機能試験（状態設定）を行う。ここでは、例
えば、図５に示すｐＭＯＳトランジスタ３３をオンすると共に、ｎＭＯＳトランジスタ３
１をオフさせる。次に、図６のステップ（Ｓ´）４では、ＬＥＤオンしたまま、ＩＤＤＱ
測定（状態保持）を行う。即ち、ｎＭＯＳトランジスタ３１をオフさせた状態で、電源端
子３５と、接地端子３７との間を流れる電流値Ｉを測定する。ｎＭＯＳトランジスタ３１
に光を照射することにより、電流値Ｉを増大させることができるので、本来であれば、リ
ーク電流値が数ｎＡ程度で検出できないような不良も、電流成分を大きくなることにより
検出することができる。その後、図６のステップ（Ｓ´）５で発光ダイオードによる発光
を止め、検査工程を終了する。
　このように、本発明の第２実施形態によれば、光を照射しない場合と比べて、リーク電
流値を大きくすることができ、リーク電流不良の検出感度を高めることができる。これに
より、ＩＣチップの良、不良をより高精度に判定することができる
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態に係る検査装置１０の構成例を示す図。
【図２】本発明の第１実施形態に係るＩＣチップの検査方法を示すフローチャート。
【図３】ＩＣチップ２０の構成例を示す図。
【図４】被検査部を含む回路の動作例を示すタイミングチャート。
【図５】ＣＭＯＳ回路３０の構成例を示す図。
【図６】本発明の第２実施形態に係るＩＣチップの検査方法を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００２３】
　１　ステージ、３　プローブカード、５　パフォーマンスボード、７　ヘッド、９　テ
スタ、１０　検査装置、２０　チップ、２１　被検査部、２３　（被検査部を含む）回路
、２５、２７　入力端子、２９　出力端子、３０　ＣＭＯＳ回路、３１　ｎＭＯＳトラン
ジスタ、３３　ｐＭＯＳトランジスタ、３５　電源端子、３７　接地端子、Ｗ　ウエーハ



(7) JP 2010-56278 A 2010.3.11

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(8) JP 2010-56278 A 2010.3.11

【図５】 【図６】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

